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第１編  総  論 

 

 第１章 市の責務、計画の位置づけ、構成等  

 

 

由布市（市長及びその他の執行機関をいう。以下「市」という。）は、住民の

生命、身体及び財産を保護する責務にかんがみ、国民の保護のための措置を的確

かつ迅速に実施するため、以下のとおり、市の責務を明らかにするとともに、市

の国民の保護に関する計画の趣旨、構成等について定める。 

 

 

 

 

第１節 市の責務及び市国民保護計画の位置づけと構成 

 

１ 市の責務 

 

市は、武力攻撃事態等において、武力攻撃事態等における国民の保護のための措

置に関する法律（以下「国民保護法」という。）その他の法令、国民の保護に関す

る基本指針（平成 17 年 3 月閣議決定。以下「基本指針」という。）及び大分県（以

下「県」という。）の国民の保護に関する計画（以下「県国民保護計画」という。）

を踏まえ、市の国民の保護に関する計画（以下「市国民保護計画」という。）に基

づき、国民の協力を得つつ、他の機関と連携協力し、自ら国民の保護のための措置

（以下「国民保護措置」という。）を的確かつ迅速に実施し、その区域において関

係機関が実施する国民保護措置を総合的に推進する。 

 

２ 市国民保護計画の位置づけ 

 

市は、その責務にかんがみ、国民保護法第３５条の規定に基づき、市国民保護計

画を作成する。 

第１編  総  論 
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３ 市国民保護計画に定める事項  

 

市国民保護計画においては、市の区域に係る国民保護措置の総合的な推進に関す

る事項、市が実施する国民保護措置に関する事項等（国民保護法第３５条第２項各

号に掲げる事項）について定める。 

 

 

・市の区域に係る国民保護措置の総合的な推進 

・市が実施する国民保護措置 

・国民の保護のための訓練並びに物資及び資材の備蓄 

・国民の保護のための体制 

・他の地方公共団体その他の関係機関との連携 

・この他市長が必要と認める事項 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【国】
　　　　　　　　　　　　　　　国民の保護に関する基本指針
　・国民保護の実施に関する基本的な方針
　・国民保護計画及び業務計画の作成の基準
　・想定される武力攻撃事態の類型（着上陸攻撃、ゲリラ攻撃、ミサイル攻撃、航空機攻撃）
　・類型に応じた避難措置、救援、武力攻撃災害への対処措置

「基本指針」、「国民保護計画」及び「国民保護業務計画」の構成

　　 【指定行政機関】
   　　国民保護計画
　・指定行政機関の長が策定
　・内閣総理大臣に協議

　　　　      【都道府県】
　　　      国民保護計画
　・都道府県知事が策定
　・内閣総理大臣に協議（総務大臣経由）

　　　【指定公共機関】
　　国民保護業務計画
　・内閣総理大臣に報告
　（指定行政機関の長経由）

　　   　【市町村】
　 　国民保護計画
　・市町村長が策定
　・都道府県知事に協議

　　【指定地方公共機関】
  　　国民保護業務計画
　　　　・都道府県知事に報告

関係機関の代表者等
からなる都道府県国
民保護協議会に諮問

関係機関の代表者等
からなる市町村国民
保護協議会に諮問
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４ 市国民保護計画の構成 

 

市国民保護計画は、以下の各編により構成する。 

 

 

 

第１編 総論 

第２編 平素からの備えや予防 

第３編 武力攻撃事態等への対処 

第４編 復旧等 

第５編 緊急対処事態への対処 

資料編 

 

 

 

５ 由布市地域防災計画等との整合性の確保 

 

市は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 42 条の規定に基づき、由布

市地域防災計画（以下「市地域防災計画」という。）を策定し、台風や地震などの

自然災害や大規模事故等に対する防災対策を実施している。 

市地域防災計画は、この計画とは、その対象とする災害の発生原因は異なるもの

の、災害の態様や対処方法については、国民保護措置と共通する部分が多い。また、

発生した事態に効果的に対応するためには、体制の運用や関係機関との連携体制等

の統一を図る必要がある。 

このようなことから、この計画は、市地域防災計画との整合性を確保し、できる

だけ統一的な運用ができるように配慮するものとする。また、この計画に定めのな

い事項については、市地域防災計画等の例による。 

 

第２節 市国民保護計画の見直し、変更手続 

 

１ 市国民保護計画の見直し 

 

(1) 市国民保護計画については、今後、国における国民保護措置に係る研究成果

や新たなシステムの構築、県国民保護計画の見直し、国民保護措置についての訓

練の検証結果等を踏まえ、不断の見直しを行う。 

(2) 市国民保護計画の見直しに当たっては、市国民保護協議会の意見を尊重する

とともに、広く関係者の意見を求める。 

 

２ 市国民保護計画の変更手続 

 

市国民保護計画の変更に当たっては、計画作成時と同様、国民保護法第３９条第

３項の規定に基づき、市国民保護協議会に諮問の上、知事に協議し、市議会に報告

し、公表するものとする（ただし、武力攻撃事態等における国民の保護のための措
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置に関する法律施行令（以下「国民保護法施行令」という。）で定める軽微な変更

については、市国民保護協議会への諮問及び知事への協議は要しない。）。 
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第３節 用語の意義 

 

この計画における主な用語の意義は以下のとおりとする。 

 

≪武力攻撃関連≫ 

用語 意義 

武 力 攻 撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。 

武 力 攻 撃 事 態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫し

ていると認められるに至った事態をいう。 

武力攻撃予測事態 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測され

るに至った事態をいう。 

武 力 攻 撃 事 態 等 武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。 

緊 急 対 処 事 態 武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生

した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められ

るに至った事態で、国として緊急に対処することが必要なものをいう。 

Ｎ Ｂ Ｃ 攻 撃 武力攻撃のうち、核兵器（Ｎuclear weapons）、生物兵器（Ｂiologica

l weapons）又は化学兵器（Ｃhemical weapons）による攻撃をいう。 

武 力 攻 撃 災 害 武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、

放射性物質の放出その他の人的又は物的災害をいう。 

武力攻撃原子力災害 武力攻撃に伴って原子力事業所外（事業所外運搬の場合にあっては、運

搬に使用する容器外）へ放出される放射性物質または放射線による被害を

いう。 

 

≪避難、救援関連≫ 

用語 意義 

要 避 難 地 域 住民の避難が必要な地域をいう。 

避 難 先 地 域 住民の避難先となる地域（住民の避難の経路となる地域を含む。）をい

う。 

緊 急 物 資 避難住民等の救援に必要な物資及び資材その他国民保護措置の実施に当

たって必要な物資及び資材をいう。 

避 難 住 民 等 避難住民及び武力攻撃災害による被災者をいう。 

避難行動要支援者 

 

必要な情報の収集や、安全な場所への避難等の災害時の行動についてハ

ンディを抱えている人々をいい、寝たきり等の高齢者、障がい者（児）、

乳幼児、外国人等を指す。 

ト リ ア ー ジ 災害時の医療現場において、「負傷者を重傷度に応じて選別する」行為

のことを指す。 

負傷者をそれぞれ重傷度に区分けして、適切な処置や病院への搬送など

の処理を行うことにより、より多くの負傷者の治療を可能にするために、

このトリアージは使われる。 
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≪関係機関、施設関連≫ 

用語 意義 

指 定 行 政 機 関 次に掲げる機関で、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並

びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令（平成１５年政令第

２５２号以下「事態対処法施行令」という。）で定めるものをいう。 

１ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法（平成１１年法律第８９号）第

４９条第１項及び第２項に規定する機関並びに国家行政組織法（昭

和２３年法律第１２０号）第３条第２項に規定する機関 

２ 内閣府設置法第３７条及び第５４条並びに宮内庁法（昭和２２年法

律第７０号）第１６条第１項並びに国家行政組織法第８条に規定す

る機関 

３ 内閣府設置法第３９条及び第５５条並びに宮内庁法第１６条第２

項並びに国家行政組織法第８条の２に規定する機関 

４ 内閣府設置法第４０条及び第５６条並びに国家行政組織法第８条

の３に規定する機関 

指 定 地 方 行 政 機 関 指定行政機関の地方支分部局（内閣府設置法第４３条及び第５７条

（宮内庁法第１８条第１項において準用する場合を含む。）並びに宮

内庁法第１７条第１項並びに国家行政組織法第９条の地方支分部局を

いう。）その他の国の地方行政機関で、事態対処法施行令で定めるも

のをいう。 

指 定 公 共 機 関 独立行政法人（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）

第２条第１項に規定する独立行政法人をいう。）、日本銀行、日本赤

十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通

信その他の公益的事業を営む法人で、事態対処法施行令で定めるもの

をいう。 

指 定 地 方 公 共 機 関 県の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事

業を営む法人、地方道路公社（地方道路公社法（昭和４５年法律第８

２号）第１条の地方道路公社をいう。）その他の公共的施設を管理す

る法人及び地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成１５年法律

第１１８号）第２条第１項の地方独立行政法人をいう。）で、あらか

じめ当該法人の意見を聴いて知事が指定するものをいう。 

緊 急 消 防 援 助 隊 消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第２４条の４第１項に規

定する緊急消防援助隊をいう。 

生 活 関 連 等 施 設 国民保護法第１０２条第１項に規定する生活関連等施設（発電所、

ガスホルダー等）をいう。 

 


